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お し ら せ

　下記の日程で、献血車が町内の

事業所を巡回します。一人でも多

くの方のご協力をお願いします。

【日程】

１１月２６日（金）

　１３：００〜１４：００　とっとり花回廊

　１４：３０〜１５：３０　溝口幹部派出所

　１６：００〜１７：００　農村環境改善センター

※終了時刻の１５分前までにお越しください。

【献血に持ってきていただくもの】

・献血カードをお持ちの方…献血カード

・献血カードをお持ちでない方…身分証明書

（免許証、健康保険証など）

献血（全血）にご協力ください！

～日本年金機構からのおしらせ～
　国民年金保険料は、年末調整や確定申告において全

額が社会保険料控除の対象となります。

　保険料を納付された方には、「社会保険料（国民年

金保険料）控除証明書」が、日本年金機構から送付さ

れますので、確定申告の際に添付してください。

社会保険料控除証明書の送付

鳥取県民手帳を販売しています。
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【問い合わせ先】

 総合福祉課　健康増進室　☎６８−５５３６

　相続または贈与などにより取得した、生命保

険契約や損害保険契約に係る年金の所得税の取

扱いが変更になりました。

　この変更により、所得税の還付を受けること

ができる場合があります。詳しくは、お問い合

わせください。

税務署からのおしらせ

　【問い合わせ先】

　　米子税務署　☎３２－４１２１

　　国税庁ホームページ　http://www.nta.go.jp/

シベリア強制抑留者特別給付金

　シベリアに強制抑留されていた方に、「特別

給付金」が支給されます。

対象者　平成２２年６月１６日現在で日本国籍

　　　　を有するご存命の方

請求手続き

過去に特別慰労品を受けられた方

　１０月中旬に関係書類を送付しましたので、

　それにより請求してください。

特別慰労品を受けられてない方

　下記まで問い合わせください。

【問い合わせ先】

 独立行政法人平和祈念事業特別基金

　☎０５７０−０５９−２０４

　☎０３−５８６０−２７４６

【問い合わせ先】

 控除証明書専用ダイヤル　☎０５７０−０７０−１１７

法務局サンデー相談所の開設
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　遺言、相続、登記、戸籍、人権、供託、心配

事など何でも相談に応じます。

と　き　１１月１４日（日）

　　　　１０：００～１６：００

ところ　鳥取地方法務局米子支局

　　　　（米子市旗ヶ崎２丁目１０－１２）

相談員　法務局職員および公証人

　相談は無料で、秘密は厳守します。

【問い合わせ先】

  鳥取地方法務局米子支局　☎２２－６１６１

　約50年の歴史を持つビジネス手帳で、鳥取県

特産物の収穫期、食べごろが一目でわかる「食

のみやこ鳥取県／特産物旬カレンダー」などの

情報を掲載しています。

サ イ ズ　縦145㎜×横80㎜

　 色　　　ブラック、ワインレッド

価　　格　１冊６００円（税込）

販売場所　地域再生戦略課、なのはな生活課、

　　　　　二部公民館、日光公民館

【問い合わせ先】

 地域再生戦略課　町づくり推進室　☎６８－３１１３


